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     愛媛大学学術支援センター運営委員会規程 
 
                                                      平成２７年 ４月 １日 
                                                      規則 第  ３３  号 
 

(趣旨) 
第１条 この規程は、愛媛大学学術支援センター規則第６第２項の規定に基づき、愛媛大

学学術支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 
(審議事項) 

第２条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
(1) 愛媛大学学術支援センター(以下「センター」という。)の運営に係る基本事項に

関すること。 
(2) センターの予算及び決算に関すること。 
(3) その他センターの運営に関すること。 
(組織) 

第３条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
(1) センター長 
(2) 副センター長 
(3) 部門長 
(4) センターの准教授以上の専任教員 
(5) 各学部の専任教員 各１人 
(6) 研究・産学連携支援部長 
(7) その他委員長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の委員は、当該学部長が推薦し、学長が任命する。 
３ 第１項第７号の委員は、運営委員会の議を経て委員長が推薦し、学長が任命する。 
４ 第１項第５号及び第７号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員

に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
(委員長) 

第４条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 
２ 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。 

 (議事) 
第５条 運営委員会は、委員(代理者を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ議事

を開くことができない。 
２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
 (委員以外の者の出席) 

第６条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くこ

とができる。 
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 (専門委員会) 
第７条 運営委員会は、専門的事項を調査検討するため、専門委員会を置くことができる。 
２ 専門委員会に関する事項は、運営委員会が定める。 

 (事務) 
第８条 運営委員会に関する事務は、研究・産学連携支援部研究・産学連携課及び先端研

究推進課並びに医学部事務部及び農学部事務課において処理する。 
 (雑則) 

第９条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員

会が定める。 
 
 
   附 則 
１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 愛媛大学総合科学研究支援センター運営委員会規程（平成１６年規則第２３号）は、 

廃止する。 
３ 愛媛大学応用タンパク質研究施設運営委員会規程（平成２６年規則第１６４号）は、 

廃止する。 
      附 則 
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ この規程施行後、第３条第２項の規定により最初に任命される社会共創学部の同条第

１項第５号の委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日ま

でとする。 
附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
 


